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全国健康保険協会定款（案）  

第1章 総 則   

（設立の根拠及び名称）  

第1条 この法人は、健康保険法（大正11年法律第70号。以下「法」という。）に   

基づき設立された法人であって、全国健康保険協会（以下「協会」という。）という。   

（目的）  

第2条 協会は、健康保険の被保険者（健康保険組合の組合員である被保険者を除く。   

以下「被保険者」という。）に係る健康保険事業を行い、被保険者及びその被扶養者（以   

下「被保険者等」という。）の健康の保持増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療   

が享受できるようにし、もって被保険者等の利益の実現を図ることを目的とする。   

（事務所の所在地）  

第3条 協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。  

2 協会は、従たる事務所（以下「支部」という。）を置き、その名称、所在地及び管   

轄区域は、別表1のとおりとする。  

第2章 役員及び職員   

（役員）  

第4条 協会に次の役員を置く。  

（1）理事長  1名  

（2）理 事  5名以内  

（3）監 事  2名  

2 協会に理事長代理を置くことができるものとし、理事のうちから理事長がこれを定   

める。   

（役員の職務）  

第5条 理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。  

2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長代理がその職務を代   

理し、又はその職務を行う。  

3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して業務を執行し、理事長及   

び理事長代理に事故があるとき、又は理事長及び理事長代理が欠けたときは、その職   

務を代理し、又はその職務を行う。  

4 監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。  
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（役員の任命）  

第6条 理事長及び監事は、厚生労働大臣の任命による。  

2 理事は、理事長が任命する。  

3 理事長は、理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、   

これを公表しなければならない。   

（役員の任期）  

第7条 役員の任期は3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と   

する。  

2 役員は、再任されることができる。   

（役員の欠格条項）  

第8条 政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）は、役員となることがで   

きない。   

（役員の解任）  

第9条 理事長は、理事が前条に規定する役員となることができない者に該当するに至   

ったときは、これを解任する。  

2 理事長は、理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適しない   

と認めるときは、これを解任することができる。  

（1）心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき  

（2）職務上の義務違反があるとき  

3 理事長は、前項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届   

け出るとともに、これを公表しなければならない。  

4 理事長及び監事の解任については、法第7条の14の定めるところによる。   

（役員の兼職禁止）  

第10条 役員（非常勤の者を除く。）は、営利を目的とする団体の役員となり、又は   

自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、   

この限りでない。   

（代表権の制限）  

第11条 協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、   

代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。   

（代理人の選任）  

第12条 理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上   

又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。  
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（理事会）  

第13条 理事会は、理事長及び理事をもって組織する。  

2 理事長は、必要に応じ、理事会を招集し、これを主宰する。  

3 次に掲げる事項は、理事会の議に付さなければならない。  

（1）第21条第1項各号に掲げる事項  

（2）その他理事長が業務執行上必要と認めた事項   

（顧問及び参与）  

第14条 協会に、顧問及び参与若干名を置くことができる。  

2 顧問及び参与は、理事長が委嘱する。  

3 顧問は、理事長の諮問に応じ、参与は、協会の業務に参与するものとする。   

（支部長）  

第15条 支部毎に、支部の長（以下「支部長」という。）を置く。  

2 支部長は、理事長が任命する。  

3 支部長は、理事長の命を受け、支部の業務に関する権限を有する。   

（職員の任命）  

第16条 協会の職員は、理事長が任命する。   

（秘密保持義務）  

第17条 役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務   

上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。  

第3章 運営委員会   

（運営委員会）  

第18条 被保険者を使用する適用事業所の事業主（以下「事業主」という。）及び被   

保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を   

置く。   

（運営委員の任命）  

第19条 運営委員会の委員（以下「委員」という。）は、9人以内とする。  

2 委員は、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する   

者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。   

（委員の任期）  

第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期   

間とする。  

2 委員は、再任されることができる。  
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（運営委員会の職務）  

第21条 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経な   

ければならない。  

（1）定款の変更  

（2）運営規則の変更  

（3）毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算  

（4）重要な財産の処分又は重大な債務の負担  

（5）役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更  

（6）その他協会の組織及び業務に関する重要事項  

2 前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認め   

る事項について、 理事長に建議することができる。   

（招集）  

第22条 運営委員会は理事長が招集する。  

2 理事長は、委員の総数の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会   

の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。   

（委員長）  

第23条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。  

2 委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が   

欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。   

（定足数）  

第24条 運営委員会は、委員の総数の3分の2以上又は第19条第2項に掲げる委員   

の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない。   

（議決方法）  

第25条 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって、決する。可否同数の  

ときは、委員長の決するところによる。   

（会議の運営）  

第26条 本章に定めるものを除くほか、運営委員会の議事の手続その他の運営に関し  

必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。   

（秘密保持義務）  

第27条 委員又は委員であった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正   

当な理由がなく漏らしてはならない。  
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第4章 評議会   

（評議会）  

第28条 協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部   

ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くも   

のとする。   

（評議員及び評議員の委嘱）  

第29条 評議会の評議員（以下「評議員」という。）は、12人以内とする。  

2 評議員は、支部の都道府県に所在する適用事業所の事業主及び被保険者並びに当該   

支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部長が各   

同数を委嘱する。   

（評議員の任期）  

第30条 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員役員の任期は、前任者   

の残任期間とする。  

2 評議員は、再任されることができる。   

（評議会の職務）  

第31条 次に掲げる事項については、支部長は、あらかじめ、評議会の意見を聴くも   

のとする。  

（1）毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算のうち当該支部に係る事項  

（2）当該支部の都道府県単位保険料率の変更に係る事項  

（3）その他当該支部の業務に関する重要事項   

（準用）  

第32条  評議会の運営については、第22条から第26条までの規定を準用する。こ   

の場合において、 第22条中「理事長」とあるのは、「支部長」と読み替えるものと   

する。  

第5章 業務   

（業務）  

第33条 協会は、第2条の目的を達成するため、次の業務を行う。  

（1）法第4章の規定による保険給付及び法第5章第3節の規定による日雇特例被保  

険者に係る保険給付に関する業務  

（2）法第6章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務  

（3）前2号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であ  

って法第5条第2項の規定により社会保険庁長官が行う業務以外のもの  
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（4）第1号及び第2号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関す  

る業務であって法第123条第2項の規定により社会保険庁長官が行う業務以外  

のもの  

（5）前各号に掲げる業務に附帯する業務  

2 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和5   

7年法律第80号）の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期高齢   

者支援金等並びに介護保険法（平成9年法律第123号）の規定による納付金の納付   

に関する業務を行う。   

（広報及び保険料の納付の勧奨等）  

第34条 協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事   

業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他社会   

保険庁長官の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。   

（協会による保険料の徴収）  

第35条 協会は、法第181条の3の規定に基づき、滞納者に係る保険料の徴収を行   

うことができる。   

（社会保険庁長官との連携）  

第36条 協会は、その管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、社   

会保険庁長官との間で必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるも   

のとする。  

第6章 保険料率   

（一般保険料率）  

第37条 法第160条第1項の規定による一般保険料率は、同条第3項の規定に基づ   

き算定し、同条第4項の規定に基づき調整を行い、支部被保険者（各支部の都道府県   

に所在する適用事業所に使用される被保険者（日雇特例被保険者を除く。以下この章   

において同じ。）及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険   

者をいう。）を単位として、別表2のとおり定める。   

（一般保険料率の変更）  

第38条 支部被保険者を単位として決定する一般保険料率（以下「都道府県単位保険   

料率」という。）を決定又は変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変   

更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経   

なければならない。  
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2 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必   

要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、   

理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとす   

る。  

3 都道府県単位保険料率を決定又は変更しようとするときは、理事長は、その変更に   

ついて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。   

（特定保険料率等）  

第39条 法第160条第14項の規定に基づき定める特定保険料率は、別表2に定め   

る率とする。  

2 法第160条第15項の規定に基づき定める基本保険料率は、別表2に定める率と   

する。   

（介護保険料率）  

第40条 法第160条第16項の規定に基づき定める介護保険料率は、別表3に定め   

る率とする。   

（日雇特例被保険者の保険料額）  

第41条 法第168条第1項の規定に基づき算定された日雇特例被保険者に関する   

保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する   

事業主の負担すべき額は、別表4に掲げる額とする。  

第7章 財務   

（事業年度）  

第42条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。   

（企業会計原則）  

第43条 協会の会計については、全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令（平   

成20年厚生労働省令第  号）の定めるところにより、同省令に定めのないものに   

ついては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。   

（事業計画等の認可）  

第44条 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、   

厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様   

とする。  
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（財務諸表等）  

第45条 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければ   

ならない。  

2 協会は、毎事業年度、法第7条の28第1項の規定に基づき、財務諸表を作成し、   

これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書（以下「事業報告書等」という。）を   

添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提   

出し、その承認を受けなければならない。  

3 財務諸表及び事業報告書等には、支部ごとの財務及び事業の状況を示すために必要   

な事項として、支部ごとの損益の状況及び支部ごとの事業運営の状況を記載しなけれ   

ばならない。  

4 協会は、前項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸   

表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査   

人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供しなけ   

ればならない。   

（会計監査人の監査）  

第46条 協会は、財務諸表及び事業報告書等について、監事の監査のほか、厚生労働   

大臣が選任する会計監査人の監査を受けなければならない。   

（各事業年度に係る業績評価）  

第47条 協会は、事業年度ごとの業績について、厚生労働大臣の評価を受けなければ   

ならない。   

（借入金）  

第48条 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働   

大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。  

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただ   

し、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない   

金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。  

3 前項ただし書きの規定により借り換えた短期債入金は、1年以内に償還しなければ   

ならない。   

（資金の運用）  

第49条 協会は、業務上の余裕金の運用は、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全   

かつ効率的にしなければならない。   

（重要な財産の処分）  

第50条 協会は、法第7条の34の規定に基づき、重要な財産を譲渡し、又は担保に   

供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  
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（役員の報酬等）  

第51条 協会は、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労   

働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様   

とする。   

（職員の給与等）  

第52条 協会は、その職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚   

生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、   

同様とする。  

第8章 雑則   

（個人情報の保護）  

第53条 協会は、その保有する被保険者等に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損等   

を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならない。   

（運営規則）  

第54条 この定款に定めるもののほか、協会の事業を執行する権限の委任に関する事   

項その他協会の業務の執行に関して必要な事項は、運営規則に定める。  

附 則  

第1条 この定款は、平成20年10月1日から施行する。  

第2条 都道府県単位保険料率を決定するまでの間、協会が管掌する健康保険の保険料   

については、平成20年9月30日における政府管掌健康保険の一般保険料率を用い   

るものとする。  

2 平成21年2月28日までの間、協会が管掌する健康保険の介護保険料率について   

は、平成20年9月30日における政府管掌健康保険の介護保険料率とする。  

3 都道府県単位保険料率を決定するまでの間、協会を保険者とする日雇特例被保険者   

の保険料額については、平成20年9月30日における政府を保険者とする日雇特例   

被保険者の保険料額とする。  

第3条 協会は、法第160条第3項の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率の   

うち、平成20年9月30日における政府管掌健康保険の一般保険料率との差が健康   

保険法施行令（大正15年勅令第243号）で定める基準を上回るものがある場合に   

おいては、同項の規定にかかわらず、成立後5年間に限り、健康保険法施行令で定め  
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るところにより、都道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を経て、当該  

算定した都道府県単位保険料率とは畢なる都道府県単位保険料率を定めるものとす  

る。  

第4条 協会の最初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、平成20年10月1   

日に始まり、平成21年3月31日に終わるものとする。  

－10 －   



別表1（第3条関係）  

所在地  管轄区域  支部名  

北海道札幌市  北海道  北海道支部  

青森県青森市   青森支部  青森県  

岩手支部   岩手県盛岡市   岩手県   

宮城支部   宮城県仙台市   宮城県   

秋田支部   秋田県秋田市   秋 田 県   

山形支部   山形県山形市   山形県   

福島支部   福島県福島市   福 島県   

茨城支部   茨城県水戸市   茨城県   

栃木支部   栃木県宇都宮市   栃木県   

群馬軍部   群馬県前橋市   群馬県   

埼玉支部   埼玉県さいたま市   埼玉県   

千葉支部   千葉県千葉市   千葉県   

東京支部   東京都品川区   東京都   

神奈川支部   神奈川県横浜市   神奈川県   

新潟支部   新潟県新潟市   新潟県   

富山支部   富山県富山市   富 山 県   

石川支部   石川県金沢市   石川 県   

福井支部   福井県福井市   福井県   

山梨支部   山梨県甲府市   山梨県   

長野支部   長野県長野市   長 野県   

岐阜支部   岐阜県岐阜市   岐阜県   

静岡支部   静岡県静岡市   静岡県   

愛知支部   愛知県名古屋市   愛知県   

三重支部   三 重 県 津 市   三重県   

滋賀支部   滋賀県大津市   滋賀県   

京都支部   京都府京都市   京都府   

大阪支部   大阪府大阪市   大阪府   

兵庫支部   兵庫県神戸市   兵庫県   

奈良支部   奈良県奈良市   奈良県   

和歌山支部   和歌山県和歌山市   和歌山県   

鳥取支部   鳥取県鳥取市   鳥取県   

島根支部   島根県松江市   島根県   

岡山支部   岡山県岡山市   岡 山 県   

広島支部   広島県広島市   広 島県   

山口支部   山 口県山口市   山 口 県   

徳島支部   徳島県徳島市   徳島県   
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香川支部   香川県高松市   香川 県   

愛媛支部   愛媛県松山市   愛媛県   

高知支部   高知県高知市   高知 県   

福岡支部   福岡県福岡市   福岡 県   

佐賀支部   佐賀県佐賀市   佐賀 県   

長崎支部   長崎県長崎市   長崎県   

熊本支部   熊本県熊本市   熊本県   

大分支部   大分県大分市   大分県   

宮崎支部   宮崎県宮崎市   宮崎県   

鹿児島支部   鹿児島県鹿児島市   鹿児島県   

沖縄支部   沖縄県那覇市   沖縄県   

別表2（第37条関係）  
一般保険料率   特定保険料率   基本保険料率   

1，000分の82   1，000分の33   1，000分の49   

別表3（第39条関係）  

別表4（第40条関係）  

（1）介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者  

1日につき、その者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額  

標準賃金日  日雇特例被保険者に関す  当該被保険者の負担すべ  当該被保険者を使用する   

額の等級   る保険料額   き額   事業主の負担すべき額   

第1級   350円   135円   215円   

第2級   530円   205円   325円   

第3級   690円   265円   425円   

第4級   870円   335円   535円   

第5級   1，060円   405円   655円   

第6級   1，310円   500円   810円   

第7級   1，610円   615円   995円   

第8級   1，910円   730円   1，180円   

第9級   2，220円   850円   1，370円   

第10級   2，590円   990円   1，600円   

第11級   3，010円   1，150円   1，860円   
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（2）前号に掲げる者以外の日雇特例被保険者  

1日につき、その者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額  

標準賃金日  日雇特例被保険者に関す  当該被保険者の負担すべ  当該被保険者を使用する   

額の等級   る保険料額   き額   事業主の負担すべき額   

第1級   310円   120円   190円   

第2級   470円   180円   290円   

第3級   610円   235円   375円   

第4級   770円   295円   475円   

第5級   930円   355円   575円   

第6級   1，150円   440円   710円   

第7級   1，410円   540円   870円   

第8級   1，690円   645円   1，045円   

第9級   1，950円   745円   1，205円   

第10級   2，280円   870円   1，410円   

第11級   2，640円   1，PlO円   1，630円   
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全国健康保険協会運営規則（案）  

第1章 総則   

（目的）  

第1条 この運営規則は、健康保険法（大正11年法律第70号。以下「法」という。）   

第7条の22第1項の規定に基づき、全国健康保険協会（以下「協会」という。）の   

業務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。   

（支部の所掌事務）  

第2条 支部においては、当該支部に係る次の各号に掲げる事項を処理する。  

（1）健康保険の被保険者（健康保険組合の組合員である被保険者を除く。）の資格に  

関すること  

（2）被保険者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、標準負担額減額認定証、限度  

額適用・標準負担額減額認定証の交付及び検認に関すること  

（3）法第4章の規定による保険給付（支払を除く。）に関すること  

（4）日雇特例被保険者に係る保険給付（支払を除く。）に関すること  

（5）任意継続被保険者の保険料の収納及び還付に関すること  

（6）法第6章の規定による保健事業の運営に関すること  

（7）法第6章の規定による福祉事業の運営に関すること  

（8）評議会の運営に関すること  

（9）その他支部の業務及び財務に関する事項であって理事長が委任した事項  

第2章 業務   

（医療機関等の指定）  

第3条 協会が、法第63条第3項第2号の規定により同号に掲げる病院若しくは診療   

所又は薬局として指定しようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。   

（療養の給付に要する費用）  

第4条 協会が、法第76条第3項において規定される保険医療機関又は保険薬局との   

契約により、．療養の給付に要する費用について、 法第76条第2項の規定により算定   

する範囲内で別に定めようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。  

（社会保険診療報酬支払基金との契約）  
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第5条 協会は、社会保険診療報酬支払基金との契約により、法第76条第1項に基づ   

く審査及び支払の事務を委託することができる。  

2 協会が、法第76条第4項において規定される保険医療機関又は保険薬局からの療   

養の給付に関する費用の請求に対して、自ら審査及び支払いに関する事務を行おうと   

するときは、運営委員会の議を経なければならない。   

（一部負担金等の減免又は免除）  

第6条 協会は、法第75条の2の規定に基づき同条第一項各号に掲げる措置を採るこ   

とができる。   

（口座振替による納付）  

第7条 協会は、任意継続被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭   

による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこ   

とを希望する旨の申出があった場合においては、その申出を承認することができる。   

（監査）  

第8条 協会は、業務の適正な執行を図るとともに、業務の効率的な執行に資するため、   

法第7条の11第1項に規定する監事による監査及び法第7条の29に規定する会   

計監査人による監査のほか、内部監査を実施する。  

第3章 雑則   

（細則の制定）  

第9条 この運営規則に定めるもののほか、協会の業務の執行に関して必要な事項は、   

理事長が定める。  

附 則  

第1条 この運営規則は、平成20年10月1日から施行する。  
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